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限内に標準報酬月額の改定により限度額の区分が変更となったときは、差し替

え分の証を発行します。 

④・・・・・ 従来と同様、加入者ご本人からの申請により、原則申請受付月の初日から有

効な証を発行します。標準報酬月額の改定により限度額の区分が変更となった

ときは、差し替え分の証を発行します。 

 

※  マイナ保険証をお持ちの方も③、④の適用には別途申請が必要です。 

※  有効期限の切れた証や差し替え前の証は当組合に返納をお願いします。 

 

 

 

【担 当】              

本  部 業務部 03（3866）2865 

多摩支部 業務課 03（5839）2441 
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